
志賀直哉旧居 

飛火野園地 

名勝大乗院庭園文化館 

  

鹿寄せ 

浅茅ヶ原 

奈良ホテル 

春日大社境内飛火野 

円窓亭 

  

計画地 

 

 

• 計画地は、近鉄奈良駅から南東へ直線距離で約1.2km、JR奈良駅からは東へ約1.8kmに位置する。 
• 奈良公園南端部に立地する面積約1.3haの低未利用地であり、鷺池と浮見堂の南側に位置し、計画地の北東には奈良公園内で最大規模の飛火野園地が

広がっている。 
• 計画地の南側は、住宅地であり県道を南下したところに奈良教育大学や奈良女子大学付属中等教育学校などの文教施設が立地している。 

浮見堂 

鷺池 

川股亭 

江戸三 

青葉茶屋 

四季亭 

菊水楼 

今西家書院 

荒池 

瑜伽神社 

萬葉植物園 

１．目指すところ 

（１）周辺の状況 
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 から築地塀に向って法面があるため、築地塀そのものに擁壁としての機能はないと考えられる。） 

 計画地内に既存建築物は存在せず、木々が生い茂っている状況である（特に真竹の密度が高い）。かつての庭園跡がみられ池跡、滝跡があるほか、石積の様式なども多様であることが確認された。 

 西側隣地境界には木柵が設置されており、当該計画地整備に際しては柵の改修等が生じる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.1 写真位置図（計画地） 

計画地外周の状況 

計画敷地の状況 
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計画地内の状況 
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• 計画地北・東には奈良公園施設、西には天理教用地と団体施設、南には低層住宅と民間宿泊施設等が立地。計画地周辺以外に南の宿泊施設沿いにも
築地塀が設置されており地区全体に趣がある。 

• 計画敷地は、南の高台・北の広場・南北間の斜面の３つの空間から構成されている。 

• 計画敷地に既存建築物は存在せず、木々が生い茂っている状況。かつての庭園跡がみられ池跡、滝跡があるほか、石積の様式なども多様であること
が確認された。 

１．目指すところ 

（２）計画地の状況 
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手向山神社 

二月堂 

東大寺 

正倉院 

新公会堂 

ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ交流館 

奈良県庁 

文化会館 

鷺池・浮見堂 

国立博物館 

近鉄奈良駅 

興福寺 

猿沢池 

大乗院庭園 

元興寺 

頭塔 

至 

Ｊ
Ｒ
奈
良
駅 

依水園 県営 
大仏前 
駐車場 

１．春日山原始林の再生 

２９．新公会堂周辺地区の整備 

２４．飛火野周辺地区の整
備 

３２．県庁舎周辺地区の整備 

１３．若草山などへの移動支援機能の導入 

１９．公園内の流入抑制の推進 

１８．パーク＆バスライドの実施 

１１．管理事務所移転 

１２．周遊バスの導入 

１５．大仏前駐車場予約システムの活用 

１６．行基広場屋根の整備 

５．吉城園主棟の改修 

拡大 

奈良公園基本戦略対象エリア 

美術館 

新薬師寺 

    県立都市公園奈良公園 

高畑町周辺地区の整備： 

鷺池・浮見堂を眺望できる高畑裁判所跡地に、 

奈良公園にふさわしい歴史と文化の香りが漂う 

上質の宿泊施設等の検討を行う。 

２５．高畑町周辺地区の整備 

２２．吉城園周辺地区の整備 

春日大社 

奈良公園全体で実施（地図記載以外） 

２．奈良のシカの適切な保護・育成 

３．奈良公園の植栽計画の策定 

４．奈良公園の行催事への支援 

６．公園施設等の適切な維持管理 

７．植生植栽の適切な維持管理 

８．古都法に基づく土地の買い入れ 

９．文化財保護法、古都法等に基づく許認可 

 

 

１０．歩道の整備 

１７．公共交通の利用促進 

２０．案内サインの整備 

２１．デジタルサイネージの整備 

２３．水辺空間の有効活用 

２６．奈良公園のあかりを用いた誘客イベント等の継続実施 

２７．奈良公園の魅力を活かした誘客イベントの企画・実施 

２８．イベント支援施設の整備 

３０．トイレの整備 

３１．照明施設の整備 

３３．社寺と連携した滞在型観光商品の企画・実施 

３４．鹿サポーターズクラブ等との連携した鹿のおみやげ企画・実施 

３５．飲食・物販施設の使用許可の見直し 

３６．修学旅行生の誘致 

３７．奈良公園の解説の充実 

３８．情報発信・共有システムの構築 

３９．県外キャンペーンの実施 

春日大社 

奈良公園基本戦略（平成24年２月策定） 

施策・事業を実施する箇所（位置図） 

１．目指すところ 

（３）奈良公園基本戦略における位置づけ 
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Ⅲ．高畑町裁判所跡地 

  ２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

検討フロー 

３．高畑町裁判所跡地の整備の考え方 １．目指すところ 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（１）関係法規制等の把握 
（２）価値の保存管理・活用の考え方 
（３）高畑町裁判所跡地の価値の確認   

（１）周辺の状況 
（２）計画地の状況 
（３）奈良公園基本戦略における 
   位置づけ 

（１）価値を高める整備 
（２）導入機能・施設の基本的な方針 
（３）土地利用ゾーニング（案） 
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鷺池 

浮見堂 荒池 

荒池 

検討対象区域 

県立都市公園奈良公園区域 

都市計画区域（奈良公園） 

名勝奈良公園 

歴史的風土特別保存地区 
（第１種風致地区）  

市街化区域 

歴史的風土保存区域 
（第3種・第4種風致地区）  

高畑観光駐車場 

② 

③ 

① 

④ 

④ 

② 

高畑町 
裁判所跡地 
約1.3ｈａ 

勾配23° 

留意事項 : 文化財保護法（現状変更） 
                古都保存法（歴史的風土特別保存地区） 
                奈良市風致地区条例（１種） 

① 

③ ⑥ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

高畑町裁判所跡地 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（１）関係法規制等の把握 
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項目 高畑町裁判所跡地 

文化財保護

法 
奈良公園（国指定名勝） 

【現状変更等の制限】 

•現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を要す

る。（文化財保護法第125条第1項） 

【行為実施にあたっての留意事項等】（「名勝奈良公園保存管理・活用計画」平成23年3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 地形の改変は最小に留めることを基本とする。 

• 周辺の景観と調和に配慮し、名勝としての価値を損なわないよう適切な範囲、方法を検討し、

実施する。 

• 行為対象地において重複する有形文化財、記念物等の文化財については、対象となる文化

財の保存・保全を原則として、必要に応じて文化庁と協議を行うなど、名勝奈良公園を構成す

る本質的価値を構成する要素への影響に配慮した方法を検討し、適切な措置を講ずる。 

• 大規模となるものや恒久的な工事等となる行為においては、将来に亘る名勝の価値の維持

向上に資するため、計画的に実施する。 

• 名勝として適切な行為内容とするとともに、行為の対象に関連する法制度等（歴史的風土特

別保存地区、風致地区等）に準拠し、その取扱の整合を図る。 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（１）関係法規制等の把握 
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